
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 年末調整後に扶養親族が増えた場合の所得金額調整控除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：年末調整後に子供が生まれました。収

入金額が850万円を超える場合は、所得金額調

整控除の対象となるそうですが、どのように

なるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：年末調整をやり直すか、確定申告をし

て税額の還付をうけることになります。 

【解説】  

年末調整において所得金額調整控除(子ど

も等)の適用を受けようとする場合、年齢23歳

未満の扶養親族を有するかどうかなどの判定

は、所得金額調整控除申告書を提出する日の

現況により判定することとなりますが、年末

調整後、その年12月31日までの間に子が生ま

れ、所得金額調整控除(子ども等)の適用要件

を満たし、年末調整による年税額が減少する

こととなる場合、その年分の源泉徴収票を給

与等の支払者が作成するまでに、その異動が

あったことについて、従業員からその異動に

関する申し出があったときは、年末調整を再

計算して税額を還付してもよいこととされて

います。 

したがって、翌年１月の給与所得の源泉徴

収票を交付するときまでであれば、年末調整

の再計算を行うことができることとなります。 

この場合には、所得金額調整控除申告書を

提出することが必要です。 

なお、年末調整の再調整によらず、確定申告

をすることによって、税額の還付を受けるこ

とができます。   
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